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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

特定の基金に対する負担金の損金算入（産廃適正処理センターに係る産

業廃棄物適正処理推進基金）（所得税：外）（法人税：義） 

2 租税特別措置等の内容 産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理を行った投棄者の資金不足などの

理由から、都道府県等が代わって不法投棄された産業廃棄物による生活環

境保全上の支障の除去を行う場合、その原状回復に要する費用の支援の

ために設ける基金の造成に当たって、産業廃棄物の排出事業者等が基金

に拠出する出えん金については、損金算入を認める。 

 

3 担当部局 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投

棄対策室 

4 評価実施時期 平成２４年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

創設年度：平成１０年 

 

 

6 適用期間 恒久措置 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

産業廃棄物が不適正に処分された場合において、支障の除去等の措置を

行う都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去等の事業実施に要する将

来費用を確保し、行政による早期の措置命令を可能とし、不法投棄等の大

規模化を防止する。 

 

《政策目的の根拠》 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第 13 条の 13 本文

には、「適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」とあ

り、第５号には、「産業廃棄物が不適正に保管、収集、運搬又は処分された

場合において、第 19 条の 8 第１項の規定による支障の除去等の措置を行

う、都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去の実施、資金の出えんその

他の協力を行うこと。」とある。 

また、同法第 13 条の 15 には、「適正処理推進センターは、第 13 条の 13 各

号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務に要する費用に充てる

ことを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもってこれに充

てるものとする。」とある。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

施策 ４．廃棄物・リサイクル対策の推進 

施策に含まれる目標の名称 ４－５ 廃棄物の不法投棄の防止等 
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③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

産業廃棄物が不適正に処分された場合において、支障の除去等の措置を

行う都道府県等に対し、資金の出えんその他の協力を行うための基金の造

成を着実に図る。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

産業界等からの基金への出えん実績 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

産業界等からの基金への出えん金が損金算入とされることにより、基金の

造成が着実に図られ、都道府県等への必要な支援が行われることによって

適切に支障除去等が行われ、不法投棄等の大規模化の防止、減少に寄与

する。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 当該租税特別措置の適用を受けた件数     （単位：件） 

年度 団体数 個別企業数 

１０ ３３ ３６ 

１１ ２ ０ 

１２ ３０ ４９ 

１３ ２９ ４０ 

１４ ２９ ７０ 

１５ ３５ ７４ 

１６ ３５ ８０ 

１７ ３４ ８３ 

１８ ３５ ８５ 

１９ ３１ ８３ 

２０ ３２ ８４ 

２１ ３２ ８４ 

２２ ３２ ８３ 

２３ ３２ ８３ 
 

② 減収額 当該租税特別措置の適用による減収額（単位：千円） 

年度 減収額 

１０ ６９，０００  

１１ ９６，９０６  

１２ ３８，０２５  

１３ １２０，５７１  

１４ １００，２９２  

１５ ９５，４６８  

１６ ８４，８２９  

１７ ７１，２４１  

１８ ５９，０９７  

１９ ５６，７７１  

２０ ５４，８４３  

２１ ５３，０８０  

２２ ４６，７６１  

２３ ４６，３８７  

※ 減収額は、基金への出えん額に法人税率を乗じて算出 

③ 効果・達成

目標の実

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 10 年 4 月～平成 24 年 3 月） 

租税特別措置の創設以来、基金からは８０件の支援が行われ、適切に支障
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現状況 除去等が行われてきた。また、基金によるスキームとあいまって国、自治

体、産業界による未然防止策等が効果を上げてきたことにより、新たに発覚

する不法投棄等は減少傾向にある。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成

10 年 4 月～平成 24 年 3 月） 

産業界等からの基金への出えん実績等 （単位：百万円・件） 

年度 出えん額 支援件数 

１０ ２００ ０ 

１１ ３２３ ３ 

１２ １２６ ４ 

１３ ４０１ ４ 

１４ ３３４ ８ 

１５ ３１８ １７ 

１６ ２８２ １５ 

１７ ２３７ ９ 

１８ １９６ ７ 

１９ １８９ ３ 

２０ １８２ ２ 

２１ １７６ ３ 

２２ １５５ ３ 

２３ １５４ ２ 

 

支障除去事業に要する費用の確保がなされ、不法投棄案件も減少傾向と

なっている。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 10 年 4 月～平

成 24 年 3 月） 

当該租税特別措置により、産業界等からの基金への出えん金は継続して

出えんされ、行政による措置命令の発出件数も当該措置の創設前と比べ、

増加している。また、不法投棄の大規模事案（5,000 トンを超えるもの）も減

少しており、当該措置は有効に機能している。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

不法投棄された産業廃棄物による生活環境保全上の支障の除去事業の支

援策として、基金の造成が確保され、支援が行われることの効果は不法投

棄等の減少につながっており、当該基金について税制上損金算入を認める

ことは、重要な措置である。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

不法投棄された産業廃棄物による生活環境保全上の支障の除去には、多

額の費用が必要となる。不法投棄等の支障除去は原因者がそれを撤去す

るのが原則であるが、十分な資力がない場合、本基金による支援制度が活

用される。また、補助金等の予算措置や規制の強化などの政策と併せて行

うことで、不法投棄や不適正な処理の減少にさらに効果を発揮している。 
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③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

地方税に係る租税特別措置等の要望はない。 

10 有識者の見解 なし 

 

 

11 評価結果の反映の方向

性 

今後とも、引き続き措置していくことが適切かつ重要である。 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

－ 

 

 


